
申請書チェック表（下水道排水設備指定工事店）
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納税証明書と「滞納のない証明書」は別ですのでお気を付け下さい。必要なのは「滞納のない証明書」です。

所有器材等調書

市町村税の滞納がないことを証明できるもの（コピー不可）※

申請者が法人の支店長、営業所長の場合、委任状

登録手数料・・・5,000円を登録決定後に納入していただきます。（登録更新又は新規登録申請時には手数料は不要です。）

様式第4号及び第5号、所有器材等調書は、朝倉市のホームページ上でダウンロードできます。（申請書ダウンロードサービス）

11

選任を確認できるものとして次のいずれか１つ（いずれも写し可）
【①市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書　②健康保険・厚生年金被保険
者標準報酬決定通知書　③所属会社の雇用証明書　④これらに準ずる資料】
※保険者番号及び被保険者等記号・番号の欄等、申請に必要のない個人情報に係る
欄を見えないように消すこと

責任技術者証の写し（朝倉市で登録しているものが１名以上）

下水道排水設備指定工事店申請書（様式第４号）記入

代表者の住民票の写し（コピー不可）、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

代表者の市町村発行の身分証明書（コピー不可）

登記事項証明書（コピー不可）※法人のみ

定款又は寄附行為の写し※法人のみ

事業所の平面図・付近見取図

写真（看板含む全景・事務所内部・資材置場等６～７枚）

事業所の工事経歴書（１～２年以内）

選任責任技術者名簿（様式第５号）


